
令和６年３月１日 

 

学校施設使用団体の皆様へ 

 

向日市教育委員会生涯学習課 

 

第６向陽小学校の学校施設を使用する際の車両について 

 

 平素は、学校体育施設開放事業に対しまして、格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 第６向陽小学校につきましては、南校舎と体育館の間の渡り廊下は車両進入禁止となっており、コー

ンとバーを設置しております。 

 この区間に進入されますと校舎の汚損、破損につながりますので、ご利用団体の皆様におかれまして

は、くれぐれも進入しないようお願いします。 

 また、第６留守家庭児童会の増築工事にあたって、北校舎北側においてアスファルト舗装工事等を行

うため、工事車両以外通行止めとしております。 

 施設利用のためにお越しの際は、下図の場所に駐車いただきますようよろしくお願いいたします。 

なお、天候等の影響により、工事を行っていない場合もありますので、ご了承ください。 

 皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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向日市生涯学習課 

連絡先：075－874-2987 

向日市スポーツ文化協会 

連絡先：075－932-5011 


